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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線放射源からの光線により物体を照射する検出ステーションによって、検出ステー
ションを連続的に又は非連続的に物体を通過せしめること、物体を通過して吸収されなか
った光線を検出し、検出された光線の相関解析をすることを含む、全体的又は部分的に透
明なプラスチック又はガラスのビンのような物体の材料のタイプを識別する方法において
、
　放射源からの光線を、相互に異なったスペクトル特性を有し全体的又は部分的に透明な
材料よりなる群より選択された第１の数の複数のフィルターを介して、通過させ、上記群
の材料の少なくとも１つが、識別されるべき材料と同じであり、
　物体の特徴的な透過識別特性を現している測定値の連鎖を形成するために、フィルター
を通過し物体により吸収されなかった光線を取り上げ、
　物体の材料のタイプを決定するために統計的モデルに関する識別特性の相関解析を実施
することを特徴とする方法。
【請求項２】
　第２の数の複数のフィルターの少なくとも１つを、ダイヤフラム材料なし開口として形
成することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　測定値の連鎖内に１個のピークの基準値を作るようにダイヤフラム又は開口を貫通する
面積の限定された光線、及び測定値の連鎖内に谷の基準値を作るように非貫通性の光線を
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それぞれ与えるように、第２の数のフィルターが選定されることを特徴とする請求項１又
は２に記載の方法。
【請求項４】
　測定値の連鎖内で、それぞれの識別特性測定値に隣接した基準測定値が作られることを
特徴とする請求項１、２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　測定値の連鎖内で、面積が限定され材料で濾波されない光により生じた少なくとも１つ
の基準信号ピークを提供すること、
　　２つの隣接する信号の谷の平均値に関して測定値の連鎖内の他の信号ピークの各々を
連続的に分析することを含む
ことを特徴とする請求項１－４のいずれか１に記載の方法。
【請求項６】
　放射源と検出器との間で放射経路に波長の限定を提供することを特徴とする請求項１－
５のいずれか１に記載の方法。
【請求項７】
　放射源と検出器との間で放射経路に光線の部分的絞りを提供することを特徴とする請求
項１－６のいずれか１に記載の方法。
【請求項８】
　物体を通過した光線を、焦点合せ用ミラーの手段により検出器に向けて偏向させること
を特徴とする請求項１－７のいずれか１に記載の方法。
【請求項９】
　測定値の連鎖内で、光線の阻止により生じた少なくも１個の基準信号の谷を提供し、そ
して　連続した信号ピークに関する２個の隣接信号値の前記平均値を順次形成するために
測定値の連鎖内のその他の信号の谷の各を解析することを特徴とする請求項１－５のいず
れか１に記載の方法。
【請求項１０】
　それぞれの信号ピークのレベル値から前記平均値を減ずることに基づいて物体の光透過
値を計算することを特徴とする請求項５又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　ｎ個の要素からなるベクトルにおける信号の周期から算出された光透過値を収集し、た
だしｎはフィルターの数に等しく、そして　これらと続く信号周期の対応値とを比較する
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　継続した２個の信号周期値の間の差が受容し得る測定の連鎖内の閾値を越えた場合は物
品の測定を拒絶することを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　２個の継続した信号周期の値の平均値を計算し、そして、校正及び鑑定演算、例えばＰ
ＬＳ（部分最小二乗法）の判別解析の支援により、物品が作られた材料のタイプの特有の
特徴を誘導することを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　校正及び鑑定演算が校正及び鑑定のアルゴリズムの使用を含むことを特徴とする請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
　フィルターを円形経路に沿って移動せしめることを含むことを特徴とする請求項１－１
４のいずれか１に記載の方法。
【請求項１６】
　第１の数のフィルターの少なくも１個のフィルターが、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレンナフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチ
レン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体、ポリメチルメタクリレート、
ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルフォネート、ポリカーボネート、及び耐熱性ガラス
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よりなるグループから選定された材料のものであることを特徴とする請求項１－１５のい
ずれか１に記載の方法。
【請求項１７】
　物体を、赤外線放射源からの光線で物体を照射する検出ステーションを介して連続的に
又は不連続に移動せしめる手段によって制御されるコンベヤーと、物品を通過して吸収さ
れなかった光線を検出する手段と、そしてかかる検出された光線の相関解析を実施する手
段とを具備する、全体的又は部分的に透明なプラスチック又はガラスのビンのような物体
の材料のタイプを識別する装置において、
　検出ステーションにあって、放射源からの光線に対して順次に異なった濾波を行うため
に相互に異なったスペクトル特性を有する完全に又は部分的に透明な材料の群から各々選
択された複第１の数の数のフィルターが設けられ、上記群の材料の少なくとも１つが識別
されるべき材料と同じである装置、
　フィルターにより濾波されかつ物品により吸収されなかった光線を取り上げて、物体の
特徴的な透過識別特性を現している測定値の連鎖を形成するように配列された手段、及び
　物品の材料のタイプを決定するために統計モデルに関する識別特性の相関解析を実施す
るようにされた解析装置、例えばマイクロプロセッサーを含むプロセッサー、
を具備することを特徴とする装置。
【請求項１８】
　第２の数の複数のフィルターの少なくとも１つのフィルターが、絞られるが材料のない
開口として形成されていることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　第２の数のフィルターの２つのフィルターが、測定値の連鎖における信号ピーク基準値
を生成する、絞り又は開口を介する面積が限定された光の透過性と、測定値の連鎖内の谷
基準値を生成する光の非透過性とを有する請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　フィルターが、円形経路に沿って動くように回転可能な円形又は多角形のディスク上に
配列されることを特徴とする請求項１７、１８又は１９に記載の装置。
【請求項２１】
　フィルターが赤外線放射源又は検出器の周りを回転できるドラムの壁に配列され、ドラ
ムは円形又は多角形の断面を有することを特徴とする請求項１７、１８又は１９に記載の
装置。
【請求項２２】
　隣接するフィルターの間に、絞られた開口或いは全ての開口に対して同じ光透過材料を
有する開口が配置されていることを特徴とする請求項１７、１８、１９、２０又は２１に
記載の装置。
【請求項２３】
　放射源と検出器との間に放射経路内に波長限定用のエンベロープフィルターが設けられ
ることを特徴とする請求項１７－２２のいずれか１に記載の装置。
【請求項２４】
　光ビームの経路内にダイヤフラムが配列されることを特徴とする請求項１７－２３のい
ずれか１に記載の装置。
【請求項２５】
　検出器と組み合わせて、物体を通過して検出器に光線を案内するための焦点用ミラーが
設けられることを特徴とする請求項１７－２４のいずれか１に記載の装置。
【請求項２６】
　プロセッサーは、濾波されない光により生じた検出器からの識別特性測定値の連鎖内の
少なくも１個の基準信号のピークを登録するようにされることを特徴とする請求項１７、
１８又は１９に記載の装置。
【請求項２７】
　プロセッサーは、光線を阻止することにより生じた信号の測定値の連鎖内の少なくも１
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個の基準信号の谷を登録するようにもされること、及びプロセッサーは、測定値の連鎖内
のその他の信号ピークの各を、２個の隣接した信号の谷の平均値に関して順次解析するア
ナライザーも有することを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　プロセッサーが、それぞれの信号ピークのレベル値から前記平均値を引いた値に基づい
て、物体についての光透過値を計算するようにされることを特徴とする請求項２６又は２
７に記載の装置。
【請求項２９】
　プロセッサーが、隣接の基準信号ピークの値に関するそれぞれの信号ピークのレベルに
基づき物品の透過識別特性値を計算するようにされることを特徴とする請求項１７又は２
６に記載の装置。
【請求項３０】
　ｎ個の要素からなるベクトルにおける測定値の連鎖から算出された透過識別特性を収集
し、ただしｎはフィルターの数に等しく、そして続く信号周期の対応値とを比較すること
を特徴とする請求項１７、２６、２７、２８又は２９に記載の装置。
【請求項３１】
　プロセッサーは、継続した２個の信号連鎖の測定値の間の差が閾値を越えた場合は物品
の測定を拒絶するようにされることを特徴とする請求項１７、２３－３０のいずれか１に
記載の装置。
【請求項３２】
　プロセッサーは、２個の継続した信号連鎖の測定値の平均値を計算し、そして物体の作
られる材料のタイプの特有の特徴を与えるために、校正及び鑑別演算、例えばＰＬＳ（部
分最小二乗法）の判別解析の支援により、解析を実行するようにされることを特徴とする
請求項１７、２３、２４、２５又は２６に記載の装置。
【請求項３３】
　フィルターの少なくも１個のフィルターが、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンナフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、アク
リロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリアミド
、ポリウレタン、ポリスルフォネート、ポリカーボネート、及び耐熱性ガラスよりなるグ
ループから選定された材料のものであることを特徴とする請求項１７－３２のいずれか１
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、請求項の前文において説明されたような、検出ステーションの支援により、赤
外線放射源からの光線による物品の照射、吸収されずに物品を通過した光線の指向、及び
検出された光線の相関解析の実施を含んだ透明又は半透明のプラスチック又はガラスのビ
ンのような物品の材料のタイプを鑑定するための方法及び装置に関する。
【０００２】
本発明は、リバース式販売機械において種々のタイプの材料のビンを鑑定し分類するため
の方法及び装置の使用にも関する。
【０００３】
異なった材料のタイプ、特にプラスチックのタイプの鑑定は、個人的及び社会的な経済の
両者の見地から、また部分的には、優先順位の高くなってきている材料のリサイクルの結
果として、重要性の増加しつつある問題分野である。使用済み材料の収集計画が最大の収
益性のものであるならば、その材料が収集及び取扱いの連鎖の中でできるだけ早期にでき
るだけ純粋であることを確認することが重要である。純粋な材料は再使用の原料として価
値がああり、かかる材料を扱うよく発達した市場及び産業がある。材料が純粋でない場合
は、その廃棄に費用が発生することが多い。
【０００４】
これまで、異なったタイプのプラスチックを鑑定する多くの方法が知られている。多く使
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われる信頼できる方法は、赤外線範囲におけるスペクトル分光である。プラスチックのか
かる分光用の公知の装置の全ては、波長選定用要素（例えば、フィルター又は格子）並び
に赤外線源及び検出器がいずれも高価であるため費用がかさむ。
【０００５】
特に、分光及び赤外線に関連した従来技術の更なる解説として、米国特許５５１２７５２
号、４７１９３５１号　５２０６５１０号、ドイツ特許刊行物ＤＥ１９６０１９２３号、
１９５４３１３４号及び４３４０７９５号、並びに日本特許出願ＪＰ－Ａ－９１３８１９
４号、６２８８９１３号及び６２１０６３２号が参考とされる。
【０００６】
分光学的な方法及び装置よりも幾分か低費用のプラスチック検出用のその他の複数の方法
及び装置も開発されてきたが、検出結果の信頼性に乏しい。かかる公知の装置の例は、摩
擦電気式の検出器及び光の複屈折式の検出器である。
【０００７】
更に、気体の測定、気体の検出と濃度の測定との両者に関連していわゆる相関分光法が知
られる。解析すべき気体がフィルターとして使われる。
【０００８】
本発明の目的は、プラスチック材料の検出のために同様な技術を使うことである。プラス
チックのような固体物質の吸収スペクトルは気体の吸収スペクトルとは非常に違う。気体
はスペクトル内に非常に多数の非常に細い線を持つが、プラスチック材料は少数の幅広い
線を持ち、このため、一般に異なった材料のスペクトルは多かれ少なかれ重なっている線
を持つ。このような状況において、複数の異なったプラスチック材料のスペクトルの重な
りの程度の測定により、鑑定すべき材料についてのより多くの情報が得られる。
【０００９】
上述の方法は、本発明により
－物品を連続的又は不連続的な運動で検出ステーションを通過させ，
－異なったスペクトル特性を有し全体的又は部分的に透明な材料よりなるフィルターによ
り、放射源からの光線を順次濾波させ、
－物品の特徴的な透過識別特性を現している測定値の連鎖を形成するために、フィルター
により濾波されかつ物品により吸収されなかった光線を取り上げ、そして
－物品の材料のタイプを決定するために統計的モデルに関する識別特性の相関解析を実施
する
ことを特徴とする。
【００１０】
同様に、上述の装置は、
－諸手段により制御され、物品を連続的又は不連続的に動かしかつ検出ステーションを通
過させるコンベヤー、
－検出ステーションにあって、放射源からの光線に対して順次に異なった濾波を行うため
に異なったスペクトル特性を有する完全に又は部分的に透明な材料よりなる複数のフィル
ターが設けられた装置、
－フィルターにより濾波されかつ物品により吸収されなかった光線を取り上げかつ物品の
特徴的な透過識別特性を現している測定値の連鎖を形成するために配列された手段、及び
－物品の材料のタイプを決定するために統計モデルに関する識別特性の相関解析を実施す
るようにされた解析装置、例えばマイクロプロセッサー
を特徴とする。
【００１１】
ここに、統計的モデルは、予定された基準値、ある種の材料のタイプの識別特性に関連し
たいわゆる校正値を意味すると理解すべきである。
【００１２】
本方法及び装置の追加の実施例が、請求項及び付属図面を参照した以下の記述において説
明される。
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【００１３】
上述のように、本方法及び装置の有利な応用は、材料タイプの異なったビンを鑑定し分類
するリバース式販売機械においてこれらを使用することである。
【００１４】
本発明は、その限界を定めるものではない実施例を示す付属図面を参照し、以下詳細に説
明されるであろう。
【００１５】
本発明による装置は、ミラー４を介して赤外線３を放射する高温素子２を有する赤外線放
射源１を備えた検出ステーションを持っている。放射源１は照射用開口５を有し、赤外線
ビームは、好ましくは回転可能な円形又は多角形のディスク７よりなるフィルター装置６
に向かって案内される。このディスクは、マイクロプロセッサー１１の制御下でケーブル
連結１２、１３を経て駆動電流を供給されるモーター９により回転される。光フィルター
装置６には、複数の異なった光フィルター１０が設けられる。好ましい試作機においては
、光フィルターの選定された数は、図３に示されるように１０個である。
【００１６】
波長限度を与えるために、放射源１の照射用開口５とフィルター装置６との間にエンベロ
ープフィルター１４を設けることが有利である。更に、光ビームの経路内にダイヤフラム
１５を置くことも有利である。フィルター１０は、車輪又は回転ディスクの形式でフィル
ター装置に設けられ、これは、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリロニ
トリル－ブタジエン－スチレン共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリアミド、ポリ
ウレタン、ポリスルフォネート及びポリカーボネートよりなるグループから選ばれた複数
の異なったタイプのプラスチック材料の透明片の部品からなる。更に少なくも１個のフィ
ルターを、選択的にガラス、例えばパイレックス（商標名）ガラスとすることができる。
【００１７】
図１はエンベロープフィルター１４、フィルター装置６及びダイヤフラム１５の現在にお
ける好ましい順序であるが、これら相互間の順序は別のものとなし得ることを認めるべき
である。同様に、これら構成要素の１個又はそれ以上を、例えば、コンベヤー１７の反対
側に置き得ることを理解すべきである。更に、例えばダイヤフラム１５とエンベロープフ
ィルター１４とを１個のユニットの形に作ること、或いは、フィルター装置６とダイヤフ
ラム１５とを１個のユニットに組み合わせることも可能である。
【００１８】
フィルター装置においては使用されるフィルター１０は、図３において番号１０nで示さ
れ、示された例においてはｎ＝１…１０である。しかし、図４に関連して引用されるよう
に、本発明の範囲内でもっと多数の又は少数のフィルターを使うことができる。
【００１９】
図３において示されるフィルターでは、フィルター１０1は、好ましくはスペクトル的に
一様な又は材料なしの絞り１６で作られることが好ましい基準フィルターを形成する（図
２参照）。フィルター１０2は不透明材料、例えば完全な黒のものであり、光線の通過を
防いでいる。絞り又は開口１６を貫通して通る面積限定の光線のため、フィルター１０1

は、測定値の連鎖内の１個のピーク基準値を作る。フィルター１０2を貫通できない光線
は、測定値の連鎖内の谷の基準値を作るであろう。
【００２０】
試験装置のその他のフィルター１０3、１０4、１０5、１０6、１０7、１０8、１０9及び
１０10は、それぞれポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ），ガラス（パイレックス（商標名）ガラス）、ポリ塩化ビニル（
ＰＶＣ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）及びここではＵＫ２１で示さ
れるフィルムの適用されたポリエチレンからなる材料より選ばれた。これらは、光線がダ
イヤフラム１５を通過した後、選択的に焦点用ミラー１９を経て、レンズ１８'のある検
出器１８にコンベヤー１７の上方を通過する。
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【００２１】
検出すべき物品がビンである場合、ビンは番号２０の手段で示されたように直立位置にあ
るか、又は番号２１の手段により示されたような水平位置にあるかのいずれかである。コ
ンベヤー１７はモーター２３により駆動ローラー２２を経て駆動され、このモーターの運
転は、制御ケーブル２４を介してマイクロコンピューター１１により制御することができ
る。検出すべき物品を検出区域に停止させたいとき、又は選択的に低速で通過させたい場
合は、モーター２３への出力を経てこれをマイクロコンピューター１１より制御すること
ができる。コンベヤー１７はいかなる形式のものとすることもできる。ビンが番号２１の
手段で示されたように水平位置で輸送された場合は、コンベヤーは、例えば間隔を空けら
れた連続コード又はワイヤーで構成することができる。
【００２２】
コンベヤー１７は連続的に又は不連続的に動くことができる。或いは、コンベヤーは連続
的又は不連続的に駆動される回転板とすることもできる。
【００２３】
ビンが短時間動かないで保持されきるような間隔でビンを検出区域に（即ち、光のビーム
３内に）到着させることも考えられる。もし、コンベヤー１７が、例えばベルト式のコン
ベヤーでなくてチューブ式又はシュート式のものであるならば、光線が開口を経て輸送通
路又はシュート内を通過しシュートの他方の側の開口を通って出ていくようにし、そして
ビンの材料のタイプの決定を容易にできるように、検出区域においてビンを短時間動かさ
ずに保持することができる。
【００２４】
フィルター１０を有するディスク７のあるフィルター装置６を回転させることにより、フ
ィルターは回転して光線３の光伝達経路内にくるであろう。このようにして、使用される
各フィルターについて１個の強度の変動する信号パルスの連鎖が検出器１８から放射され
るであろう。この連鎖内の測定値の信号強度は検査される物品の材料のタイプに依存し、
そして、特に物品について典型的なプラスチック材料を使っているときは材料の各タイプ
に対して更に高度に特徴付けるであろう。
【００２５】
この方法の物品の検査は、連続フィルターとともに、個々の各物品に対する特徴的な透過
識別特性の連鎖をもたらすであろう。
【００２６】
本発明は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ），ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ
）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
カーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、アクリロリニトリル－ブタジエン－スチ
レン共重合体（ＡＢＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）
、ポリウレタン（ＰＵＲ）、ポリスルフォネート（ＰＳＵ）等のような多種の典型的なプ
ラスチック材料を鑑定するために有利に使用できる。鑑定すべき材料と同じ材料がフィル
ター１０のフィルター材料として使用される（図３のフィルター１０3－１０10を参照）
。達成可能な選択性は、これを、より多種のフィルター及びフィルター材料の使用により
更に増大させることができるであろう。図１、２及び３に示されたようなフィルター装置
６は、フィルターとして使用されるプラスチック材料は非常に安価であり、同時にこれら
が広い波長範囲の放射の通過を許すため、製造費用の大きな低下に有力である。これは総
透過放射を高くし、一方では安価な形式の検出器１８、例えばＰｂＳ及びＰｂＳｅのよう
な焦電気式検出器、熱電気式検出器又は非冷却型光伝導体の使用を許す。使用されるスペ
クトル範囲を、使用材料が異なった特徴のスペクトル特性又は透過識別特性を有する波長
範囲に限定することにより、本発明による方法及び装置の選択性を最適にできるであろう
。この種の限定はバンドパスフィルターの使用により作ることができ、かかるフィルター
の例が図１に番号１４で示される。波長範囲は、例えば、約３μｍから約４μｍ、好まし
くは２から２．５μｍ、或いは１．６から１．８μｍにわたることができる。
【００２７】
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検出すべき可能なその他のプラスチック材料に関連してその他の波長範囲も考え得ること
はいうまでもない。
【００２８】
検出器１８から出される信号パルスの繰返し連鎖が、典型的な例として図５に見られる。
これら信号パルスはアナログ／デジタル変換器２５に通過され、ここから信号はマイクロ
プロセッサー１１に通過される。図５に示されるように、基準フィルター１０1が図５に
Ｒｅｆで示された明瞭な基準パルスを提供するであろう。不透明なフィルター材料１０2

は、基準不透明で示される信号の谷を作るであろう。従って、信号スペクトルは、区域が
限定された濾波されない光により生じた基準信号のピーク、及び光線の阻止による基準信
号の谷を含む。マイクロプロセッサー１１は、測定値の連鎖におけるその他の信号ピーク
の各を、例えば、２個の隣接信号の谷の平均値２８に関する信号ピーク値２７（図５）を
順に解析するであろう。
【００２９】
得られた測定値に基づき、それぞれの信号ピーク値から前記平均値を引いたレベル値２６
に基づいて、物品についての光の透過値を計算することができる。前記の値は、選択的に
、図５に見られるような正規化された信号強度に基づいて決定することができる。図５が
示すように、ある試験設備においては、約７０ｍｓのコースで走査サイクルを実行するこ
とが可能であった。マイクロプロセッサー１１は、光の透過値の決定において、ｎ個の要
素からなるベクトルで（ｎはフィルターの数）、信号サイクルから計算された光の透過値
の連鎖を収集するように作動し、そして続く信号連鎖又は走査シーケンスのために、これ
と対応測定値とを比較する。
【００３０】
マイクロプロセッサー１１は、２個の連続した信号連鎖の値を計算し校正用又は鑑定用の
演算、例えばＰＬＳ（部分最小二乗法）判別解析の支援により、物品を作っている材料の
タイプに特有な特性を導き出すことができる。この校正及び鑑定の演算は校正及び鑑定の
アルゴリズムの使用を含む。
【００３１】
図１－３に図示されかつ関連して説明されたフィルター装置のデザインは図２－３に示さ
れたものと典型的に同様であるが、フィルター装置６に配列されたフィルター１０を互い
により近くに置き得ることがよく認められる。
【００３２】
代わりに、フィルター装置を、例えば押出しのアルミニウム又はプラスチックを使って作
られたドラム状構造の装置とすることが可能であ。ドラム３１は、提案された例示実施例
においては、放射源１のデザインと位置とに依存して垂直方向又は水平方向の軸を持つこ
とができる。ドラム３１はアーム３２により支持され、このアームは駆動モーター３３の
回転軸３４に固定される。前記フィルターは、ドラムの壁の開口部分３１’内に置くこと
ができる。図４に示されるようにドラム壁を分割することにより、全部で１６個のフィル
ターを位置決めすることができる。しかし、設けられたフィルター開口の数に応じてより
多数の又はより少数のフィルターをドラム上に置くことが可能であることが直ちに認めら
れるであろう。ドラムは、断面を円形にすることができ、或いは選択的に多角形とするこ
とができる。
【００３３】
ドラム３１をコンベヤー１７の検出器側に、例えば、放射源１の付近の代わりに検出器１
８の付近に置くことができる。
【００３４】
ドラム３１を回転させるモーター３３は、例えば、図１のモーター９と同様な直流モータ
ーとすることができる。
【００３５】
ビン２０又は２１のような物品が放射源１と検出器１８との間で光の経路内に置かれたと
き、フィルター装置の各回転ごとに、使用されるフィルターの数に応じてｎ個の異なった
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ペクトル特性で照射が行われる。透過した放射が検出器により連続的に測定される。検出
器に信号増幅器を設けることができ、透過値の解析を通して、異なったタイプのプラスチ
ックの極めて信頼し得る分類を行うことができる。本発明の初期の試験においては、限定
された数の物品を試験するとき精度８０％が得られ、１６％は分類できず、更に４％は不
正確な分類であった。しかし、校正又は鑑定用アルゴリズム及び使用される装置の進化が
測定の精度を上げるであろうことを理解すべきである。
【００３６】
フィルター装置６に使用されるフィルターは、典型的には円形の小部分から構成される。
種々のポリマーに加えて、パイレックス（商標名）ガラスがフィルター材料として適して
いることが見いだされた。フィルター材料のスペクトル透過率とエンベロープフィルター
１４の透過率との積が図７において詳細にみられる。しかし、この図に示されたフィルタ
ー材料は、いずれにしろ本発明の応用の限界を定めるとして認識すべきではない。
【００３７】
図８は予備試験中に鑑定された問題のプラスチックのタイプの各についての平均透過曲線
である。
【００３８】
本発明の原型により、エンベロープフィルター１４が、波長範囲を２．９－３．８μｍに
限定した。しかし、別のフィルターを使うことにより別の波長を使用し得ることが認めら
れるであろう。どの程度の量の放射を通過させ物品に向けて送るかを決定するダイヤフラ
ム１５も、光線が一度に１個のフィルターだけしか通過しないであろうことを確保する。
ダイヤフラムは一定の直径又は可変の直径を持つことができ、適切な直径は１３ｍｍであ
ることが見いだされた。ただし、これは、本発明の限界と定めるとして認めるべきでない
。
【００３９】
図２においては、説明の目的で、ビン２０又は２１のような物品に当たる放射はここでは
偏向されないと考える。しかし、実際は、光線は、ボトルに当たった角度に応じて屈折す
るであろう。しかし、物品を通過する光線の幾分かは選択的にミラー１９を経て、常に検
出器１８に当たる。
【００４０】
特にビンの検出の際は、ビンを水平位置で輸送してビンにおける検出区域をその首の部分
に集中させることが有利である。
【００４１】
高域フィルター及び低域フィルターを有する簡単な増幅器が検出器１８に組み込まれ又は
取り付けられる。ある試験設備においては、検出器からの信号は約１７０Ｈｚの連鎖で与
えられ、従って（フィルター装置６の１０個のフィルターのため）周期的に１７０／１０
に等しい１７Ｈｚの周波数を持つ。各測定について４－５周期が標本として採取され、デ
ジタルの平滑化及び正規化がなされると、信号周波数が計算され、そして基準点（信号最
大）の位置が決められる。図５はこの処理に続いて現れた信号を示す。
【００４２】
先に示したように、それぞれのピーク値から「２個の隣接した谷」の平均値を引いたレベ
ルとして透過値が算出された。この計算値は１０個の要素のベクトルで収集され、続く信
号連鎖のための対応した値と比較される。信号が大きく変化する場合は測定値は排除され
るが、信号が受容し得る場合には平均値が計算され、校正及び鑑定アルゴリズムに送られ
る。
【００４３】
図１において、番号２９は、装置がリバース式販売機の一部である場合に、ビンのような
受入れ物品に対するデポジット代の支払いのための機器、及び装置を操作している人に情
報を与えるための機器のような、マイクロプロセッサー１１と組み合わせられた周辺機器
を示す。番号３０は、例えば分類機構、圧縮機構、材料切断機構、追加コンベヤーの形式
の後処理設備のような更なる周辺機器を示す。
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【００４４】
図６にまとめて、検出ステーションに入ってくる物品の分類の実行に必要な処理段階が一
般的な用語で示される。
【００４５】
ブロック３５は、物品が放射経路内に入るのをシステムが待っている状態を示す。かかる
物体があるとき、ブロック３６は、測定データが検出器１８に送られ続いてＡ／Ｄ変換器
２５におけるデジタル信号処理及びマイクロプロセッサーによる透過値の比較がなされる
ことを示す。決定ブロック３７は、受け入れられ解析された測定値の連鎖がある時間にわ
たって変化すか否かをマイクロプロセッサー１１が判断することを示す。変化する場合は
、測定値が再び供給されそして処理されなければならい。しかし、そうでない場合は、ブ
ロック３８により示されるように、信号レベルが受容し得る予定値内にあるかどうかに関
して新たな決定がなされるであろう。否である場合は、ブロック３９により示されるよう
に、例えば測定値の取られた物品が薄すぎるか又は厚すぎるかであり、測定値は排除され
、そしてその物品は受容されないと考えられる。かかる場合には、番号３４の手段により
示された周辺機器により、受け取った物品を挿入した人に送り返し、又は選択的に、この
物品を非鑑定物品用の受容器に送ることができる。
【００４６】
しかし、信号レベルが受け入れ得る範囲にある場合は、ブロック４０において示されるよ
うに、その物品は分類され、適切な更なる処理に輸送され、物品はコンパクトに押し詰め
られ又は切断され又は再使用される。これは一般に番号４１で示され、周辺機器２９によ
り、物品のデポジット代金の返却を示している物品を挿入した人にレセプトを印刷する可
能性も示す。
【００４７】
本発明による装置の原型の試験中に、一般にＰＬＳ判別解析法と呼ばれる方法の手段によ
り校正がなされた。関連して、ＰＬＳは部分最小二乗法を表し、そして個々の波長範囲が
互いに関係付けられた多数の波長範囲を有する装置の校正に使用される方法である。この
形式の解析は２個のフラクション間の識別によく適している。一方のフラクションはｙの
値＋１を与えられ、他方のフラクションはｙの値－１を与えることができ、そして与えら
れた条件下で２個の関数を識別する最適の回帰ベクトルを見いだすためにＰＬＳ解析を使
用できる。例えば、図３に示されるように１０個のフィルターが使用された場合、未知の
標本が属するフラクションを見いだすに必要な全ての計算は、回帰ベクトルに１０個のフ
ィルターを通過して得られた測定値の連鎖を乗ずることであろう。それ自体知られる解析
手順の支援により分解を吟味することにより、ＰＣ、ＰＥＮ及びＰＥＴが１フラクション
を構成し、一方、ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ及びＰＶＣが典型的な波長範囲２．８－３．９μｍの
第２のフラクションを構成することが分かる。ＰＣ、ＰＥＮ及びＰＥＴを１フラクション
として分離した後で、このフラクションからＰＥＣを分離する回帰ベクトル、ＰＥＮを分
離する回帰ベクトル及びＰＥＴを分離する回帰ベクトルが計算される。他方のタイプのプ
ラスチックにも同様な方法が用いられる。
【００４８】
この方法は本質的に簡単であり、かつよい分類結果を与えるが、ＰＬＳ判別解析法の欠点
は一方のタイプの全ての物品を整数１としてプロットし、他方のタイプの全てを整数－１
としてプロットしようとすることである。このため、この解析方法は簡単であるが使用さ
れる回帰ベクトルは決して最適ではない。従って、ＰＬＳ判別解析の使用は可能な解析方
法と名付けられるだけである。その他の解析可能な方法は、例えば主成分判別解析法、直
接相関法、マハラノビシュの判別法、ニュートラルネットワーク解析法及びファジー論理
である。
【００４９】
上述のように、検出すべき物品は、連続運動又は不連続運動で検出ステーションに輸送さ
れる。不連続運動は、例えば、物品が光ビーム３の経路内にきたときに短時間停止させら
れ又は選択的に小さな運動を挟んで数回停止させられることを意味する。もし、物品、例
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えばビンに大きなラベルが貼られているならば、図３のフィルター１０’のような基準フ
ィルターを通る最大の信号強度が登録されるまで物品を検出ステーションにおいて回転さ
せることが有利である。かかる場合は、ビンのような物体は番号２１で示されるように水
平位置で輸送され、そして検出区域には、ブロック３３に属する周辺機器の形の物品を回
転させる設備があることが有利である。
【００５０】
本発明の好ましい方法においては、ビンの首の部分が材料の検出に特に適している。
【００５１】
図９は図３に見られるフィルターディスク７の変更例を示す。これについて図８は図３に
見られるフィルターディスク７の変更例を示す。本発明の限度を定めるものではないフィ
ルター支持ディスクのこの選ばれた変更例においては、総計８個のフィルターが設けられ
、そのフィルター１０1は完全透過の基準フィルターであり、これは、必須ではないが好
ましくは絞られるが物質のない（即ち開かれた）開口１６（図２参照）で作られる。その
他のフィルター１０2、１０3、１０4、１０5、１０6、１０7及び１０8は、例えば以下の
材料、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）、ガラス（パオレックス（商標名）ガラス）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポ
リエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）及びポリエチレンから選定することができ
る。隣接フィルター１０1、１０2、１０3、１０4、１０5、１０6、１０7及び１０8の間に
、それぞれ４２1、４２2、４２3、４２4、４２5、４２6、４２7及び４２8で示されるフィ
ルターなしの絞り、又は全部が同じフィルター材料のダイヤフラム、又は限定された光の
面積のダイヤフラムが配列される。ダイヤフラム又は開口４２は、光線がフィルター１０
を順次通過したときに得られる一連の測定値のスペクトル表示の測定値間で測定される基
準値の作成を援助するであろう。これによりより正確なかかる連続した測定値が決定され
るであろう。これは、表示測定値の各側に常に基準値があるためである。
【００５２】
ディスク７’の回転を測定したい場合は、フィルター１０1を介して得られた信号が、（
開口４２1、４２2、４２3、４２4、４２5、４２6、４２7及び４２8を介して得られるもの
より大きい振幅の）出発基準値を作り、一方、ダイヤフラム又は開口４２は続く識別特性
測定値のための続く位置表示を作り更にディスク７’の回転速度（単位時間当たりのダイ
ヤフラム／開口４２からのパルス数）を示すであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による装置の原理を示す。
【図２】　図１に示された装置の一部分の斜視図である。
【図３】　本発明による装置と共に使用するフィルター装置を示す。
【図４】　フィルター装置の別の実施例及び検出ステーションにおけるその位置の平面図
である。
【図５】　複数の異なった材料について、時間の関数として透過識別特性を与えるために
予備処理後の測定された光の信号を示す。
【図６】　本発明により、プロセッサーがなすべき一連の評価を流れ図の形で示す。
【図７】　エンベロープフィルターの透過を乗じた選択されたフィルター材料のスペクト
ル透過の試験結果を示す。
【図８】　試験設備において鑑定されたプラスチックのタイプに対する平均透過曲線を示
す。
【図９】　図３のフィルター装置の変更例を示す。
【図１０】　図９のフィルター装置の使用による図５の変更例を示す。
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